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3.1 概要

平成 22年度 総務省が公募した「地域 ICT利陪用広域連携事業Iにおいて、(財)東京都

道路整備保全公社と(財)岐阜県建設研究センターが事業主体となり申請していた「情報通信技

術を活用した新たな社会基盤の維持管理(防災対応)事業Iが採択された。(添付資料3-1)

本事業では、効串的に営み優れた成呆を達成するとともに、その成呆を適切に運営することを

目的とし「社会基盤サポート事業コンソーシアムIを設立し長崎大学も運営委員会委員として参

加している. (資料3-2)

(1)事聾者

総務省「地域 ICT申l活用広場連揖事嚢』

提車事襲名称情報通個技衡を事l用した新たな社会革盤の維持管理{防災管理}事案

(2)事業概要

本事業は、道路構の管理・保全・活用が効車的・持続的に行なわれる環境を隈られた人材と

費用において創出することを目的として.そのために必要なイシフラスキルス事シ膏ード、イン

フラ eラ ニンゲシステム、みまもりサボ トシステム、橋梁アセットマネジメントシステムの

4つを整備するものである.具体的には、高度情報化技術(1 C T)を活用して、東京都・岐阜

県等が構鐘したアセットマネジメ〉トシステムや人材育成プログラム等の既存資産量有樋的に統

合・発展させることで、自治体・第三セヲ事ー・太単・住民等が体になった望ましい地場連携

基盤を構鐘するもので晶る.

情輔鐙葡を活用した斬たな祉会基盤的維持曹理 (防災対応)事轟 ・イメージ詳細園 {財l.;:o道路盛綱健全公栓
ほか

E品温凪温国 F開曹署警F・ーー F:&WA2JRt同盟国圃圃圃圃圃・E医~
社会基盤ザポート錐進協輝 (財)東京都道路盛健 防災 繍.ァ.，トマネジ"トシステム句イJフラ・ラーーヱング

シス守ムみ.もりザポトシス予ムボヲルνス予ム全 保全公社

|F需理署!lr圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃ls鎗贋要 | 
情報緩衝を活用した新たな社会事5111の維待管理、防災対応を実現 地劇こおける社会~.(主に編象}の錐待管理の効相応及び
する 貿の向上、また紐持管理人材の効率的拡宵~及び高度化

31ZEEJd 

車勢零封切勢一 -日耐ー輔
，ン予ナンλの続柄.1I ~食プログラム 俣衡哲膏成の鋤
.化とg事柄・の句.. ‘，姐ラ.

同雄副監幽圃

包囲固
「 司、、 . 、 電2Z宜SZ ザごパ

祖1h語、毎ECE--
側瞬間同ゐ2山貯1.P'C.:f.・昼時壮三傘型地AUI

当治体二Jフトを腹開しザパ"

....~.世品:Jßl ""U 主お応32tZZ誌協
と蓮根する.

器量鰐議議品情報開_，，:1.予ム-
.嗣a昼食以併での周司，.凶を行い異常発星"の初旬
愛車N .限後情"を.期してa・闘の伺虚釜高...

量豊幸安説議挙選者も続完伽町立毒す
る繍調"七h トマネジメニJトシス干ム.自治0・I~.・・句集
'"・..予防健全.，首の調虚向Lと効E・1包を個..
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(3)実施体制

『情報通信技術を活用した防災維持管理」事業は、「イシフラスキルス事シザードJrインフ

ラ eラーニシグJrみまもりサポートシステムJr橋提アセットマネジメントシステム』の各

W GI::.事業全体を総合調整する社会轟盤サポート推進会議、 WG連携会議等の体制により推

進される.

「三重自H2盟主

iE;亘亘ユJト1 ・竺

補寮アセヲトマネジメント
システム.WQ

みまもりサボト
システムWG

インフラ・ラ ニシグ
システムWQ

インフラスキル
スタンダードWG

会・体~輸 開帽劃庫 活動向.

地織也議会 3回 17月、

(ス子アリンゲ 11月 3月予 事業全体の運営方針、 向容、進捗に関する協譜 ・決定を行う B

コミ ツティ) 定)

4回 18月
各WGの道修管理と各WG問の調整 (デ タ標拳化、連機)在行

WG連型興会措 10月 12月
う.ポ タルサイト (各システムの宮ロや広報担能)を運営する"

2月予定)

事務局 府週
事業全体の窓口織能を担う .地峻協措会唱 WG連機会譜の事務的

作業を行う，

楠提アセットマ 東京都の道路アセットマネジメントシスγ ムを他地域に展開す
ネジメントシス 1-2回/月 る仕組みを作る。本ンステムの情報読過を可能とする 1CTシス

子ムWG テムの標当直仕舗を作成する"

みまもりサポー
メンT ナンスサボ イ担 の活動 (主にメンT ナンスエキスパ ト

1-2団/月 (M E)への通報.MEからの依輯作業)の王揖ンステムを構聾
トシステムWG

し、他地域に 般人からの通報システムとして屠聞する.

インフフ eフ
続阜大学等の後術者教育カリキユヲムを 1CT化し、他地域に毘

ニンゲシステム 1-2回/月
開する。動画コン子ンツ(スペシャリストの視点)の作成を行う ω

WG  

インフフスキル
業務分析、スキル分析を行い、スキル標率と研修ロードマップIW

スタンダードW 1-2回/月
G2と連機)を作成する旬

G 

動百者会議
E固 (7月‘3

(アドパイザリ
月予定?

事業全体に対する助言を行う n

ボド)
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(4)システム概要

.インフラスキルス書ンヲ-j:

インフラスキルス事ンダード事業では、 ICT技術を幸IJ活用して橋提管理・保全に関係

する人材のキャリア(職務内容)、スキル、人材育成の標準モデルを提示.これによって、

自治体、専門家(文学、研究機関等)、住民サポ一事ーは、現在抱えているスキル習得や人

材育成に闘する悩みを解決することが可能となる。

戸、'一町民出ε~U問。

町四日制駒榊僧剛

• 叫"がー叩如何‘
.lIa.~i車電，.睡.

醐四世i二酌刊聞

とその・門付E時
専門省司曜のキザJアとしてのb

"'I~ (・lU皆檀盛 J

人材縄問と与.リ，.・・4包
...思.念1ζ..する人制の・E笛.瞬値比
.・E賓がキャリアを積むぺ..門>>

m積場豊明ら.にする

叩『二求める^~I\o 11....崎 山 尋 問 枇

鳴門..ごとに録作1-で香る'" 各..・..円分野で.1:;付けるべ

と勾蝿『宇治ツー̂ 事事jOldt.l11 ，，)スキル肉曾を朝、制'Tる

で.・

ヨ-Ãl'lI 'J~::\."ム " 祖砲でスキルを時ずる際にど

合リ$孟'ムM1Tl."・命。鋤 " の"雇>.で~Ø)Ii!III"負~司rぺ
i聖 11 "ell>nl刷唱する

イシ市ラー=冊目鹿嶋

スキル"'，.:.-，.ード.'，諸問したキ

1")7031:11縄".インヲ，.，

-=..:.-':/の耐.""反映する

事情縄問笹暫定L帥ス...
.織に韮づ〈イJヲ，スキル>

，ンター干の'ータ~.柵.

イン?司，スキル隠V鴨貧富尾銅絡@・$

I 自治時制"i'}~^':.-"-I"笹川
活用する思に繍鑑す&脇山手ー，

"絡の方齢...

-インフラeラーニングシステム

インフラ eラーニング事業では ICT技術を活用して、事〈の人材を様々な箇所を低コス

トで教育できる仕組みを構築する。

@壷畳皇畠
文学J行政【ヨ専門':)I't率個略取躯のた
め得軍・の砲毘や過去の奇誠実データ

..  .. を実匙

務例共'/.; 

ロお知らせ
サポーター募集中

後繍散の多'''''ランキング

ヒ空".J 

軍温量生虚 盆豊田量盟宜

もっと齢し〈

勉"する
道路のひび
... ，の見方

例・.

文学〈耳修門震計志限集した事"をもと
，~ラニJグ周の教材を作成.

Ea 
ヨンテンツ掲愈

n コンテンツ

行散布，<.・ラヱ-グを受.したユ

海専門竺とて臨
“ よ ~- I )型

~ 1; ~・‘

符政 ー-
スキルA';"グード

と薄洩
主主ク、ミ--
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-みまもりサポートシステム

みまもりサボ ト事業では ICTシステムを活用して、社会基盤施設が危院となる損傷・

劣化危険箇所在容易に、そしてリアル事イムで報告できる仕組みを構築する.

畳温量豊盈室主旦 盛温E
ユーザ"摘果等の変貌を確認します. 行政はユザからの報告を受tナ掃震

毒事闘を

。
ユーザ"危険怠繍当事を鎗見した織台、

視帯電協を活問して線告し容す.

釘「J
Uヱ 行"

--
-構提7セットマネジメントシステム

-
也切伝

インセン予ィフ."

血2五=位主主
行政は織".. の積極舗果を役繍ユ ザ

にフィード:，bクします.

~ -\ g 、も、戸、
!I~ }: 

入 行政 ユーザ

--

地方自治体(市区町村レベJレ)を対象に、各自治体の構軍維持管理の動向を調査し、調査

結果に革づいて、楠提アセットマネジメシトシステムの構築を行う。なお、構築システムは、

現在稼動中の東京都道路AMSをペースにする.

構提アセットマネジメシトシステム事業の成果、特徴は以下となる.

橋梁アセットマネジメントシステム

〆手=妄丈芳¥ f石夏苔雇吾、

ルにより笠産性を向上させる.

@検察・ 閲覧

ot元曽理

@点輔圏直管理

。健全度等管理

。補修・補強圃腫菅理

@計画策定結果閲覧

。ユ ザ管理

繍陵台帳として必要な情帽を

禽恩〈 容易に"')出せる.

/ 
，へ 計画策定

。偶別禍畢のLCC算出

@置先度評恒

。事業平場化

。全体構畢の

週匹集計画策定

@予算制約による

シミュレーソヨン

、、

¥ 
J、、

事調障の平..化対策工法や劣

化幽織など地調院に合わせた細

かな限定が司健となる.
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以上の4つのシステムを平成22年度に構築した.

(5)今後の展開の方向

総務省事業『地域 ICT利活用広場連携事業』の基本的な方針で晶る①地域連携、産学官

連携②既存資産の有効活用、③ ICT利活用による効果の発現、及($，④システムの広場連携、

ヲラウド化、の視点から、本事業の今後の展開を考える.

‘
臥
日
刊

U
V宮亜同共由》

』
等

-
R
開

業

副
展
企

引

の
問

時
へ
毘

直
蝿
臥

樺
肘
附

違ほ
明

J

J

地

2 既存置産由連瞳{業務内容革大)

J アプリケーンヨン公募 1 • 
J 道路管理業轄との連携 11> 
..r ITSとの連携 I Y 
J データーコンテンツ流通・活用

3櫨能拡充 1 • 
" ICタゲ、 QRコド、 GPS.G(5等 11) 
J データ連携+マイニンゲ 1 Y 

4システム量蟻クラウ同じ
./ LG.WANとの揖続(アセット分j

v〆 コンテンツDB害事国クラウド化

平成22年度に様車したシスァムを他地援に展開する@

各地紙町二 ズに応じて.個々のシステムを重軟に撞供
できるようにシステム・運用設計を行う。また、システムの
運宮がNPOや民間企業でも可能な仕組みを4省筆する.

平成22年度に構聾したンスァムと他のサービスとを接続

又は開発する.これにより、本システム由瞳能は維持し
つつ.業輯向容の拡大やデータコンテンツの相互琉通 l 

活用を怪童する，こうした連燐を実現できるよう、システ
ム構成やデ タの利用条件、型的等を設定する.

平成22年度に構築したシスγムに新たな機能を付加し‘

より付加価曜の高い、世い勝手由良いシステムとする@
これにより、費用対効果の向上、利用者由増加、他地域
への展開等を憧進する固

平成22年度に構聾したシスTム由特性1:合わせ、広犠

連携可能なシステム理壌を実現するa特に行政情報を
IIIうアセットマネジメントについては、セキュリティを考J1i.
し LG.WANとの接続を視野に入れる。
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付録資料

資料3-1 事業の採択内容資料

資料3-2 社会基盤サポート事業コンソーシアム協定書

イーグ

3-7 

3-9 
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h 闘Relea田

平成 22年 8月 13日

(財)東京都道路整備保全公社

(財)岐車県建設研究セン事ー

信務省公募の「地域 ICT利活用広場連携事業』への提案が採択されました

(財)東京都道路壷儲保全公社では、総務省が今年度公募した「地域 ICT串l活用広域連携

事業JIこ(財)岐阜県建設研究セン事ーと共同で「情報通信技術を活用した新たな社会基盤の維

持管理(防災対応)事業」を申請しておりました。

このたび、この提案事業が採択され、実施することとなりましたので、お知らせします.

"の 概 要 h 
1事業名称 情報通信技術(ICT)を活用した新たな社会基盤の雌持管理(防災対応)事業

2事業費 158，810干円{総務省からの委民事業)

2 事業期間 平成 22年度から平成田年度までの 5カ年在予定

(今回は、平成 22年度分について採択、契約)

4事業主体 (財)東京都道路整備保全公社と(財)岐阜県建設研究セン事ーとの連携主体

5事業内容

本事業は、社会基盤となる道路橋に闘して、実瞭に維持管理を担う自治体や事業者、人材育

成を担う太学、そしてそれを見守る地域住民が協働し、効率的・持続的な維持管理・防災対応が

行えるよう、広域的な IC丁寧l活用環境を整備するものです.

事業実施に晶たっては、地域要件の異なる東京都や岐車県、長崎県が有するデ-~やノウハ

ウ等の既存資産を連携させ、圏内で広域的に展開ができるよう、以下の4つのシステムを整備し

ます.

①欄鍵アセットマネジメントシステム

宮高対効票百liも師事iI師時 計画吾容荒L実存胃ためお支テム壱7官塙的(T
の自治体)にも展開できる仕組みづ〈りを行う.

②みまもりサポートシステム

一一地域症冨Tポラン亨=予)等ポ存害通報5支亨ム豊橋要:-GPslI寵荷の携帯電器等ゼ軍奮し

た橋震の損傷画像等を簡単に通報・登録できることと、通報水単も専門知臓の有無を問わず

必要な情報をもらさず報告できるよう支援するもの。

.Di!薪越街首謀認定
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Press Release 品クル刊軒目‘制札

③インフラ・ラーニングシステム

橋梁の維持管理を担う技術者を育成するため、自治体、事業者、地域住民等を対象として

eラーニングやバーチヤルクラスルーム等を活用した技術者育成プログラムを構築。

④インフラスキルスタンダード

橋梁の維持管理を担う人材のスキル(技術)要件を整理したスキル標準や、育成体系を整

理した研修ロードマップを作成する。

本事業の推進方法
〈特徴〉

本事業は、各地域において自治体・第3セウヲー大学住民(NPO等)が協働しつつ各地場が重層的広

域的に連併する、新しい社会資本の維持管理防災対応の仕組みを構築する.また、各地域の既存資産〔シ

ステムや教育コンテンツ等)を有効活用し栂B:Iこ利用τることで効率的に事謙虚実施する.

〈協力団体〉

行政東京都岐阜県、 長崎県

第三セクヲ 東京都道路肇備保全公社、岐車県建設研究センヲー
大学東京大学岐阜大学、長崎大学

研究所 国土交通省国土技術政策総合研究所

独立行政法人土木研究所

〈既存資産の有効活用〉

既存資産を梱互に共同利用

東京都橋梁アセットマネジメン

トシステム

岐車大学 メンテナンスサボ
空ーの養成と委嘱(岐車県長期

構想推進重点政策枠事業)、お

よびメンテナンスエキスパー卜
の養成と認定(文部科学省科学

技術振興調整費)
長崎県:NP口法人道守長崎

長崎大学道守養成ユニットと 万

通報シ 卜〔文部科学省科学技

術振興調整費)

[参考]総務省「地鼠ICT利活用広l革連擁事業」とは

岐阜大学

複製の地方公共団体 〔第3セクタ 法人、 NPO活人を含む)が広国連悔して、地戚氾T人材を有刻的に育成 活用する
ことにより、公共分野における効率的な ICT利活用に資する取組
〔委託先〕 都道府県、持別区、市町村(広I覇連合、 部事務組合をさむ)、第3セクター法人、

特定非営利活動法人INPO法人) 及びこれらの連機主体
〔事業の則容〕 医療、介護、福松、防災、防犯などの公共分野におMて、慎重型の地方公共団体等が広戚連悔し、

I由践に密着した ICT人材在育成 ・活用レながら、 ICTを導入 利活用することにより、他国の
公共サービスの充実在図る取組在総合的に
安援するもの

※総務省 HP http://ww.N.soumu.go.jo/menLLnews/s-n蜘 5/02刑 t5u06_0∞017.html

.D接室詰錨結締訟を
【お問い合わせ先】

(財)東京都道路整備保全公社道路部道路アセットマネジメント推進室

電話 03-5381-3351 担当:高木、松岡
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(目的)

社会基盤サポート事業コンソーシアム

協定書

資料3-2

第1条 本協定は、コンソーシアムを設立して、総務省が所管する地域 ICT利活用広域連

携事業による平成 22年度「情報通信技術を活用した新たな社会基盤の維持管理(防災対

応)事業J(以下「本事業Jという。)を効率的に営み優れた成果を達成するとともに、そ

の成果を適切に運営することを目的とする。

(名称)

第2条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、「社会基盤サポート事業コンソーシア

ムJ(以下、「本コンソーシアム」という白)と称する白

(活動対象)

第3条 本コンソーシアムの活動対象は、本事業及びその成果に関連して第5条に示す構成

員が実施する事業(以下「関連事業」という。)とする。

(設置期間)

第4条 本コンソーシアムの設置期間は、平成 22年9月 13日から平成 25年3月 31日ま

でとする。ただし、本コンソーシアムの構成員が合意した場合には設置期間を延長するこ

とができる。

(構成員)

第5条本コンソーシアムの構成員(以下、「構成員」

(1)財団法人 東京都道路整備保全公社

(2)財団法人 岐阜県建設研究センター

(3)国立大学法人東京大学大学院情報学環

という。)は、次のとおりとする。

(4)国立大学法人岐車大学社会資本アセットマネジメント技術研究センター

(め国立大学法人長崎大学工学部

2 構成員は、本事業及び関連事業の実施に関して、適切な役割分担のもと連帯して責任を

負うものとする。

、ーーー一一一一一(3)事業成果の取り扱い、運営、利用に関すること

(4)その他、上記事項に関して必要なこと



3－�0

2 運営委員会の委員は、「表 1Jの通りとする。

3 運営委員会の事務局は、構成員の協力を得て財団法人東京都道路整備保全公社等が務め

るo

(幹事法人の選定)

第7条 本事業及び関連事業の実施にあたり、構成員を代表して関係機関との契約、事業内

容の調整、予算の執行管理及び事業に係る財産の管理等を行う法人(以下、「幹事法人」

という。)を選定する。

2 本事業の幹事法人は、財団法人東京都道路整備保全公社とする。

3 関連事業の幹事法人は、関連事業ごとに運営委員会に諮って決定する。

(事業推進協議会の設置)

第8条 本事業及び関連事業の実施にあたっては、当該事業の円滑な実施と目標の達成を図

るため、当該事業を推進する組織(以下、「事業推進協議会」という。)を設置する。

2 事業推進協議会は、構成員が当該事業に関する組織の代表者として指名する者、およ

び当該事業を実施するために必要として指名する者からなる。

3 事業推進協議会に、当該事業の実施に関する統括責任者及び統括責任者補佐をおく。

4 統括責任者及び統括責任者補佐の任命は、運営委員会の承認を得て幹事法人が行う。

(知的財産権の帰属)

第9条 本事業及び関連事業に関する事業の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産

権」という。)は、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、

構成員相互の共同研究により発生した知的財産権については、これに参加した構成員の共

有とし、その持分は、知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の問で協

議し、決定するものとする。

一特許を受ける権利または当該権利に基づく特許権

二実用新案登録を受ける権利または当該権利に基づく実用新案権

三意匠登録を受ける権利または当該権利に基づく意匠権

四著作権(著作権法(昭和45年法律48号)第27条及び第28条に規定する権利を

含む。))

五ノウハウ(前号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能

なものであって、かつ、財産価値のあるものをいう。)

2 構成員は、本事業及び関連事業による知的財産を適正な費用で利用する権利を有する。

(解散後のl1<庇担保責任)

第 10条 本コンソーシアムが解散した後においても、本事業及び関連事業について破庇が

あったときは、構成員は役割分担のもと連帯してその責任を負うものとするロ
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(協定書に定めのない事項)

第 11条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

幹事法人財団法人東京都道路整備保全公社外 4団体は、上記のとおり本コンソーシアム

協定を締結したので、その証として本正本 5通及び副本 1通を作成し、各構成員が記名押

印の上、正本については構成員が各 1通を保有する。

平成 22年 9月 13日

東京都新宿区西新宿 2-3-1新宿モノリスビル 26階

理事

財団法人

岐阜県建設研究センター

理事長

財団法人

東京都文京区本郷 7-3-1

争:hfffii関
~t~':;~] ;q内手r:;1~

則善説4JJ主h;控j
iよ主!こyj~坦EZj

純一演田総長東京大学国立大学法人

情報学環・学際情報学府

柳田事務長

代理人

岐阜県岐阜市柳戸 1-1

岐阜大学国立大学法人

高木センター長
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康清水工学部長

長崎大学

長崎県長崎市文教町 1-14

国立大学法人
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「表 1 運営委員会委員」

団 体 名

委 員

財団法人 東京都道路整備保全公社

財団法人 岐車県建設研究センター

国立大学法人 東京大学大学院 情報学環

ユビキタス情報社会基盤研究センター

国立大学法人 岐阜大学 社会資本アセットマネ

ジメント技術研究センター

国立大学法人 長崎大学工学部

オ ブザ バー 委 員

東京都 建設局

岐車県県土整備部

メ ノ H 一

理事長 有留 武司

理事長 棚瀬 直美

センター長 坂村 健

センター長 高木 朗義

工学部長 清水 康博

局 長 村尾 公ー

部長 金森 吉信


